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開会（令和４年２月１０日　：　午後２時００分）
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〇議長　神谷嘉栄　ただいまから、令和４年第

60 回沖縄県介護保険広域連合議会定例会を開

会します。

　本日の会議を開きます。

　日程第１　会議録署名議員の指名を行いま

す。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118 条の規定により、23 番　垣花恵忠議員、25

番　新垣幸子議員を指名します。

　日程第２　会期の決定をお諮りします。本定

例会の会期は、本日の１日間にしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、本定例会の会期は本日の１日間に決定しま

した。

　日程第３　諸般の報告を行います。本定例会

の会議に出席を求めた説明員の職・氏名はお手

元に配りました名簿の通りです。

　次に、地方自治法第 235 条の２第３項の規定

により例月出納検査の結果報告書が提出されて

いるので、事務局にて閲覧に供しています。２

月 10 日に全員協議会を開催しました。

　これで諸般の報告を終わります。

　日程第４　広域連合長の施政方針を行いま

す。広域連合長。

〇広域連合長　當山宏　皆さん、こんにちは。

連合長の當山でございます。議員の皆様におか

れましては、本日午前から午後にかけての会

議、本当にご苦労様でございます。お疲れのこ

とかと存じますけれども、本会議でのご審議ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

　令和４年度施政方針を申し上げます。

　始めに、本日令和４年第 60 回沖縄県介護保

険広域連合議会２月定例会の開会にあたり、一

般会計予算及び特別会計予算を始め、各議案の

説明に先立ち、広域連合の令和４年度の運営に

関する所信の一端を申し上げ、議員各位のご理

解とご協力を賜りたいと思います。

　さて、広域連合は平成 14 年７月 30 日に設立

し、平成 15 年４月の業務本格稼働から 19 年が

経過しようとしており、構成する市町村の市町

村合併や新規加入などを経て現在は 29 市町村

に至っております。介護保険制度の開始時、全

国で 2,204 万人であった 65 歳以上の被保険者

数は令和３年９月には 3,640 万人と 1.65 倍に

増加をしており、また要介護者及び要支援者

の認定者数については、制度開始時の年度末値

256 万人から令和３年８月には暫定値で 687 万

人と、2.7 倍に増加をしております。このよう

な中、全国で最も高齢化率の低い地域である沖

縄県においても、令和２年国勢調査で 65 歳以

上の割合が 22.6％と超高齢社会の水準 21％を

超えました。

　今回沖縄県が 21％を超えたことで、日本全

国 47 都道府県の全てが超高齢社会に突入した

ことになります。今後の沖縄県における高齢

化率の推移として、令和７年には 24.6％、令

和 12 年には 26.2％に増加することが予想さ

れ、また要介護者及び要支援者の認定者につい

ては、令和３年１月の 6 万 717 人以後、令和７

年には 6 万 8,482 人、令和 12 年には 7 万 6,348

人になると予想されます。一方、広域連合に

おける高齢化率は、平成 30 年１月には 20.9％

と 20％台に到達し、令和３年には 22.6％と増

加をしております。また、要介護者及び要支援

者の認定者については、平成 30 年の 1 万 7,153

人から令和３年には 1 万 8,494 人、1,341 人

（7.8％）の増となるものと推測されます。以上

のことから介護保険の必要性は益々高まってお

ります。

　介護保険事業については全国的な課題があ

り、広域連合では団塊ジュニア世代の高齢化に
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加え、現役世代が減少するいわゆる 2025 年及

び 2040 年問題を見据えて、業務を進めている

ところであります。また、現在世界中で蔓延す

る新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、災

害医療体制の充実や介護分野の就労支援、受け

皿整備なども新たな課題となっております。

　広域連合におきましては、国の方向性を見据

えながら、介護保険制度の持続的発展のため、

にこれまで以上に保険者機能を発揮し、「我が

事・丸ごと」の地域づくりを推進してまいりま

す。

また、令和６年度からの「第９期介護保険事業

計画」より開始が決まっている保険料均一賦課

に向け、構成市町村間の格差の是正の課題につ

きましても引き続き取り組んでまいります。

　さて、令和４年度は「第８期介護保険事業計

画」の中間年度となりますが、この第８期事業

計画で設定された６つの基本方針「①共生社会

の実現に向けて」、「②地域包括ケアシステムの

深化・推進」、「③地域支援事業の推進」、「④介

護・介護予防サービス基盤の整備」、「⑤介護保

険事業の適正化」、「⑥介護サービスの平準化」、

を柱として国が第８期介護保険事業計画の基本

指針として示した７つの施策、「① 2025・2040

年を見据えたサービス基盤・人的基盤の整備」、

「②地域共生社会の実現」、「③介護予防・健康

づくり施策の充実・推進」、「④有料老人ホーム

とサービス付き高齢者住宅に係る都道府県や市

町村間の情報連携の強化」、「⑤認知症施策推進

体綱を踏まえた認知症施策の推進」、「⑥地域包

括ケアシステムを支える介護人材確保・業務効

率化の取り組みの強化」、「⑦災害や感染症対策

に係る体制整備」、についても 2025 年を目指し

た地域包括ケアシステムの整備や、現役世代

が急減する 2040 年の双方を念頭とした高齢者

人口の動向、また介護サービスのニーズを中長

期的に見据えつつ、高齢者が住み慣れた地域に

おいて生涯を通して自分らしく健康で明るく

社会の一員としての役割を担い、生きがいを

持って豊かに暮らしていくことができる「介護

保険事業」を目指す決意のもと、構成市町村と

の連携と共に業務に取り組んでまいります。ま

た、厚生労働省の令和４年度概算要求の方向性

に鑑み、生活困窮者等のための地域づくり推進

や地域成年後見人の利用促進等を目的とした、

「Ⅰ . 地域共生社会の実現に向けた地域づくり」

や、介護人材確保の推進や社会福祉法人等への

支援を目的とした、「Ⅱ . 福祉・介護人材確保

対策の推進」、また災害時の見守り相談体制支

援や福祉支援体制の整備推進等を目的とした、

「Ⅲ . 災害時における福祉支援」等、構成市町

村と連携しながら業務に取り組んでまいりま

す。

　１. 地域包括ケアシステムの深化・推進。地

域住民が重度な要介護状態となっても、住み慣

れた地域で「自分らしい暮らしを人生の最後ま

で続けることができるよう、医療・介護・予防・

住まい・生活支援が一体的に提供される地域包

括ケアシステムの深化および推進をしてまいり

ます。具体的な取り組みといたしまして、構成

市町村における「①在宅医療・介護連携の推

進」、「②認知症施策の推進」、「③生活支援・介

護予防サービスの基盤整備の推進」、「④地域ケ

ア会議の推進」、「⑤高齢者の居住安定に係る施

策との連携」、「⑥介護に取り組む家族等への支

援の充実」、「⑦高齢者虐待防止」、の７つの更

なる深化を目指し、第８期介護保険事業計画か

ら新たに推進している「⑧地域包括ケアシステ

ムを支える人材の確保と質の向上」及び「⑨災

害及び感染症に対する備えの対応」を加えた、

合計９つの取り組みを引き続き支援してまいり

ます。

　２. 地域支援事業の推進であります。今後高

齢化が更に進み、介護のニーズを有する高齢者

の増加が見込まれております。このような中、

住民主体のサービスを利用し地域のつながりを
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継続することは重症化防止に繋がるものと考え

られることから、引き続き「介護予防・日常生

活支援総合事業」を実施し、住民主体型サービ

スの充実のため、構成市町村の実情に応じた支

援を行ってまいります。

　介護保険事業の中核となる「市町村地域包括

支援センター」に関しましては、今後の高齢化

の進展に伴い業務量の増加が見込まれ、外部委

託等も含めた運営体制の変動が考えられること

から、これを踏まえつつ社会福祉士・主任介護

支援専門員・保健師の専門職の充実配置を促し

てまいります。現在、地域支援推進員を中心に

構成市町村への支援を展開しておりますが、市

町村の取り組みが活発化してきたことから令和

４年度は推進員を１名増員し、２人体制として

より強力に市町村を支援し、介護予防事業の更

なる発展・充実を目指してまいります。また、

構成市町村の実施事業については広域連合の

ホームページや広報誌を活用して介護予防の普

及啓発に取り組むと共に、高齢者自身の「自助」

及び地域の「互助」の活動促進を図ってまいり

ます。

　３. 介護・介護予防サービス基盤の整備につ

いてであります。高齢者が可能な限り住み慣れ

た居宅、または地域での生活が継続できるよう

引き続き地域密着型サービスを中心に、地域の

ニーズに即した介護サービス基盤の整備を進め

てまいります。また、感染症や災害が発生した

場合においても利用者に必要なサービスが安定

的・継続的に提供されるよう、介護サービス事

業所における感染症対策及び業務継続に向けた

取り組みを支援してまいります。「保険者機能

強化推進交付金」については、構成市町村が実

施する高齢者の自立支援・重度化防止・介護予

防等の取り組みを推進するため、評価指標該当

状況調査票の得点向上を目指し、認知症予防や

介護度悪化防止への取り組み状況を分析するこ

とで、より密接な構成市町村との連携を行って

まいります。また、交付金活用についても構成

市町村とのヒアリング等による意見交換を基に

効果的な事業執行に努めてまいります。

　令和２年度から新たに設置された保険者努力

支援交付金については国の動向に注視し、同交

付金の大きな目的とされる「通いの場での介護

予防や健康づくり」を前提に「通いの場」の充

実に重点を置いた取り組みに活用を検討してま

いります。さらに、地域包括支援センターの業

務負担軽減や介護予防支援のケアマネジメント

を居宅介護支援事業所への委託を推進するとと

もに、利用者の状態の改善が見られた事業所へ

加算を付与するなど、ケアマネジメントの質の

向上を図ってまいります。

　４. 介護保険事業の適正化についてでありま

す。第８期介護保険事業計画において策定され

た介護保険料収納率向上推進アクションプラン

により、「①確実な収納が見込まれる口座振替

の推進」、「②初期滞納者（現年度分）への収納

対策の実施」、「③納付資力のある滞納者に対す

る法的処分（差押）の強化」、の３項目を重点

施策として収納率向上の推進に取り組んでまい

ります。また、構成市町村の広報誌への保険料

減免の情報掲載を依頼するなど、情報共有と連

携により事業の充実を図ってまいります。要介

護認定業務については新型コロナウイルス感染

拡大による「臨時的な取扱い」により、認定申

請が減少したことにより認定遅延率も減少して

おります。この臨時的な取扱いの影響で更新申

請に係る認定調査及び認定審査が繰り越され、

令和４年度の要介護認定調査の件数増大が見込

まれるため認定遅延対象の強化に努めると共

に、適正かつ円滑な認定調査の実施に取り組み

ます。更に、構成市町村や病院等、介護支援事

業所と連携し、迅速な要介護認定に努めてまい

ります。介護保険制度の信頼性の確保と持続性

を図るため、引き続き介護給付適正化事業（主

要５事業）を実施し、自立支援及び重度化防止
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に資する適正なサービス利用を促すとともに、

不適正な給付の防止及び是正に努めてまいりま

す。介護サービスに対し、迅速かつ的確に対応

するため定員適正化計画及び職員採用計画に基

づいて広域連合の正職員を採用することで、広

域連合業務の安定的な運営を図ってまいりま

す。また、長期的かつ総合的な観点で職員の能

力開発を効果的に推進するため、研修内容の充

実・多様化に努め、職員の職務能力の向上を図っ

てまいります。

　５. 介護サービスの平準化であります。低所

得者への支援については、社会福祉法人と連携

し、事業実施法人の増加に取り組むなど、社会

福祉法人による生計困難者に対する利用者負担

額軽減制度事業等の充実を図ってまいります。

　また、被保険者や介護支援専門員、介護サー

ビス事業者への周知活動をさらに強化し、低所

得者の介護サービス利用促進に取り組んでまい

ります。離島等市町村に対する支援については

被保険者が必要なサービスを受けられるよう、

引き続き沖縄県や構成市町村、サービス事業者

と連携して離島等支援事業を実施し、介護サー

ビスの確保に取り組んでまいります。次期計画

となる「第９期介護保険事業計画」から、介護

保険料均一賦課を実施することを踏まえ、介護

サービスの平準化について地域支援事業の充実

等を推進し、スムーズに移行できるよう引き続

き取り組んでまいります。

　６. 情報等の周知についてであります。介護

保険制度への理解を促すため、広報誌の紙面を

増やし介護保険制度を分かりやすく伝え、市町

村の取り組みなどを紹介するなど紙面の充実に

努め、ホームページを通じてリアルタイムで

様々な情報を公開しております。ホームページ

については令和２年度のリニューアルで被保険

者や家族、介護サービス事業者等の見やすさや

使いやすさを向上させたところですが、引き続

き内容の充実に努めてまいります。

　以上、令和４年度の施策について申し上げま

したが、限られた財源の中でこれまでの評価事

業等を踏まえ、「共生社会の実現に向けて」、「地

域包括ケアシステムの深化・推進」、「地域支援

事業の推進」、「介護・介護予防サービスの基盤

の整備」、「介護保険事業の整備、介護サービス

の平準化」、この６つの基本方針に基づき予算

を編成し、一般会計の歳入歳出予算総額が 16

億 2,331 万 9,000 円、特別会計の歳入歳出予算

総額が 364 億 2,698 万 4,000 円となっておりま

す。新型コロナウイルス感染症対策が日常と

なってから２年が経過しましたが、沈静化の気

配は見えず令和４年度も影響が続くことが予想

されます。

　しかし、介護保険における事務事業の停滞は

被保険者へのサービス提供に悪影響が出ること

から、引き続き感染症対策に留意しながら、住

民の皆さんの多様化する介護ニーズに迅速かつ

的確に対応すべく、積極的に事業を推進し、常

に業務体制の見直しや、財政の効率的・効果的

運用を図りつつ介護保険事業の健全な運営に努

めると共に、事業の丁寧な分析を心掛け構成市

町村と連携し、沖縄県介護保険広域連合の目標

達成に全力をあげて努めてまいります。

　今後も議員各位のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、「令和４年度の施政方針」

といたします。

令和４年２月 10 日　沖縄県介護保険広域連合

長　當山宏。

　以上、令和４年度の施政方針を述べましたが

本議会に提案する議案につきましては、事務局

長の方から説明をさせますのでご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　これで広域連合長の施政方

針を終わります。

　日程第５　一般質問を行います。発言の時間

について申し上げます。本日の一般質問につい
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ての発言は、同一議員につき 15 分以内としま

す。順次発言を許します。

14 番　宮里歩議員。

〇１４番　宮里歩　通告に従いまして、一般質

問をいたします。

　質問事項１点目、介護保険制度の動向につい

て。

　（１）国は今年 2022 年２月分から月額 9,000

円の介護職の給与が引き上げることとしていま

すが、介護広域に加盟する市町村事業者の補助

金申請状況を伺います。

　（２）補助金は介護職以外の事務職にも充て

られることが可能とされているようですが、実

際に介護職の手元に月額 9000 円賃金としても

らえるとされるところが、全体の何％あるのか

伺います。また、賃上げの除外とされる人達が

いるのか伺います。

　（３）補助金の交付が終了する 10 月以降は

被保険者の負担増やケアプランの有料化など、

様々なことが懸念されますが、現在の進捗状況

を伺います。

　質問事項２、社会福祉連携法人制度につい

て。令和４年度から「社会福祉連携推進法人制

度」が施行されるようですが、この制度がどう

いった内容なのか、県内においての状況を伺い

ます。

　再質問は議席にて行います。よろしくお願い

いたします。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　宮里議員のご質問に

ついてお答えします。

　１. 介護保険制度の動向について。

　（１）については、介護職員処遇改善支援補

助金の申請状況について、沖縄県子ども生活福

祉部・高齢者福祉介護課へ確認したところ、令

和４年２月７日現在、申請受付はまだ開始され

ておりませんでした。今後具体的な手続きにつ

いてお知らせをする予定とのことです。

　（２）については、現在、沖縄県において申

請の受付が開始されていないため、割合につい

てはわかりかねます。賃上げの除外につきまし

ては本部の人事や事業部等で働く方など、法人

内で介護に従事していない職員となっておりま

す。

　（３）については、介護職員処遇改善支援補

助金は令和４年９月に終了することとなってお

り、その後の措置については、令和３年 12 月

22 日の大臣折衝事項において、令和４年 10 月

以降について臨時の報酬改定を行い、収入を

３％程度、月額平均 9,000 円相当引き上げるた

めの措置を講じることとするとされておりま

す。これを前提に、介護職員処遇改善支援補助

金と同様の措置とする案について、現在社会保

障審議会介護給付費分科会において議論されて

いるところです。

　ケアプランの有料化については、具体的なこ

とが示されていないため、今後の動向に注視し

てまいります。

　２. 社会福祉連携法人制度について。社会福

祉連携推進法人制度とは、既存の社会福祉法人

の組織形態を変更せずとも他の社会福祉法人と

連携できるよう、新たに組織を作ることができ

るようになる制度です。令和４年度から施行さ

れるもので、現時点では沖縄県も情報を整理し

準備を進めている段階です。県内の状況です

が、沖縄県に問い合わせたところ事前相談等は

今のところないという回答でした。

〇議長　神谷嘉栄　宮里歩議員。

〇１４番　宮里歩　再質問させていただきま

す。年末に決まって、新聞等の報道でもあった

のですが、保育とか介護の賃上げが月額 9,000

円ということで、この 9,000 円は全産業平均賃

金 37 万円よりも介護職が８万円も賃金が低い

ということで、介護職につく人からは、この

9,000 円はあまりにも低すぎると、一桁足りな

いというような怒りの声が全国の介護の労働者
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から上がっているという実態があります。

　この国の補助も、今年の９月末まででここで

は終わりということで、残り４分の１の補助に

なるかと思うんですけど、本来コロナ禍だから

こそ国費でエッセンシャルワーカーへの賃金の

底上げ、手厚い支援を本来すべきではないかと

いうふうにあります。

　国の補助が９月末ということになると、最終

的には私たちの保険料の増加、利用者負担の増

ということにつながっていくのではないかとい

うことが危惧されると思うんですが、今後の動

向をですね、今審議されているところもあると

思うんですけど、やはりこれはつながっていく

もになるのかというのも伺いたいと思います。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　ただいまお話にあり

ました、利用者の負担に繋がっていくのではな

いか、というご質問でよろしいでしょうか。こ

の処遇の部分については、まだ具体的なことが

決まっていないため、利用者が負担するという

情報は今のところございません。

〇議長　神谷嘉栄　宮里歩議員。

〇１４番　宮里歩　やはり何か９月までは全額

補助ということで国は出すわけですけども、そ

の後は４分の１という国の補助の財源はどこか

らくるのかというと、やはり保険料の影響が出

てくるのではないかなというふうに思います。

やはり、高齢化社会ということで、今日の意見

書の中にもあるんですけど、負担増のない形で

やっていただきたいというような思いがありま

す。今回、月額賃上げ表の件に関して、ケアマ

ネジャーは対象外とされているみたいなんです

けど、その理由などは示されているのでしょう

か。もしわかればでいいので、お答えいただけ

たらなと思います。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　只今のご質問です

が、今回の対象が介護職員処遇改善加算を算定

する事業所の介護職員が対象ということなの

で、ケアマネージャーは対象外になっていま

す。

〇議長　神谷嘉栄　宮里歩議員。

〇１４番　宮里歩　補助金申請状況はまだとい

うことなんですけども、県の方から具体的にい

つから始まるということは示されているので

しょうか。それから事業者への周知などは広域

連合の役割とかそういったものは出てくるので

しょうか。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　いつ始まるかの周知

については現在沖縄県のホームページ等で要綱

案が国から厚労省から出されている要綱案が県

のホームページに掲載されております。厚労省

のほうではヘルプデスクを開設しており、事業

所は、直接問い合わせをしているところもある

と聞いています。

　まだ、要綱案が県の方で決定されていないた

め、広域連合のホームページでは、掲載してい

ません。ただ、事業所の方は県のホームページ、

要綱案は閲覧していると伺っております。

〇議長　神谷嘉栄　これで宮里歩議員の質問を

終わります。

　引き続き 13 番　伊計裕子議員の発言を許し

ます。伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　こんにちは。通告書に基

づいて質問いたします。通告に従いまして質問

します。

　質問事項１. 新型コロナウイルスの施設への

影響について。

　（１）独立行政法人福祉医療機構の調査で、

2020 年度の通所介護や病床の利用率が新型コ

ロナウイルス感染拡大の影響で低下したとあり

ます。県内でも、オミクロン株の影響で、高齢

者施設での感染者も増えていますが、広域連合

内の施設への運営休止や縮小などによる影響を

伺います。
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　（２）介護保険サービスの基本報酬に新型コ

ロナウイルス対応分として上乗せされている

0.1％の「特例的評価」が 12 月 31 日まで継続

されていますが、その後は継続されているのか

どうか伺います。

　質問事項２. 「第８期介護保険事業計画」に

おける低所得者への支援について。

　（１）社会福祉法人等による生計困難者に対

する利用者負担額軽減制度事業での実施法人数

が、平成 30 年度 28 法人、令和元年度 26 法人

と減少しています。令和２年度の実施法人数と

減少の要因を伺います。

　（２）生活困窮者に対する保険料の減免申請

者数・決定者数が平成 30 年度 15 人・９人、令

和元年度 21 人・14 人とありますが、令和２年

度の各人数を伺います。また、決定されなかっ

た申請者へのその後の対応を伺います。

　ご答弁よろしくお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　只今のご質問につい

てお答えいたします。

　１. 新型コロナウイルスの施設への影響につ

いて。

　（１）については、令和３年４月から令和４

年２月４日時点で、介護サービス事業所より、

新型コロナウイルス感染症関連での報告は９件

ございました。そのうち、休止や営業時間の短

縮となったサービスは４件あり、いずれも通所

介護であります。事業所の休止に伴い、サービ

ス提供事業所は居宅を訪問してのサービス提

供、また他事業所の利用調整などの影響が出て

おります。

　（２）については、令和３年４月１日から令

和３年９月末までの間は、新型コロナウイルス

感染症に対応するための特例的評価として、全

てのサービスの基本報酬に 0.1％上乗せする措

置が講じられておりましたが、当初の予定通り

令和３年９月末で終了となっております。令和

３年 10 月以降は補助金として令和３年 10 月１

日から令和３年 12 月 31 日の期間において衛生

用品、及び感染症対策に要する備品の購入に

よって支出されたかかり増し経費について支援

が実施されています。申請期間は令和４年１月

11 日から２月 10 日までとなっております。事

業の継続については今のところ厚生労働省から

示されておりません。

　２. 「第８期介護保険事業計画」における低

所得者への支援について。

　（１）については、令和２年度の実施法人は

23 法人でした。令和元年度の 26 法人との差は

軽減制度の実施体制は整っていたが実績がな

かった法人が３団体あったということです。実

績がなかった理由について調査したところ、２

法人は利用者が１名で転出、死亡により利用者

がいなくなったことが原因でした。残り１法人

は事業所負担額が補助対象額に満たないことに

より「実績報告なし」となっております。

〇議長　神谷嘉栄　会計課長。

〇会計課長　野原学　質問事項２.（２）につ

いては、令和２年度の介護保険料の減免申請者

数は 12 人で、決定者数は８人となっておりま

す。減免決定に至らなかった申請者に対して

は、速やかに通知を行い、保険料の普通徴収納

付が困難な場合には、徴収猶予や分割納付など

についての相談を行い、納付を促しています。

〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　１の（２）ですけれど、

通知の方で継続というのがあったので、継続支

援だったのでこちらこういうふうに 12 月 31 日

まで継続されているというふうにしましたが、

この１月からについてまだ何も示されていない

というのでは、実際に今、オミクロンが拡大し

て、ひっ迫している状況の中で本当に皆さん大

変な思いをされていると思うんですが、その辺

で国に対して、広域連合としての皆さんの声を

国に対して厚労省に対して声をあげるというこ
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とはなさる計画とかあるんでしょうか。

〇議長　神谷嘉栄　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　お答えします。広域

連合を通して「国に声を上げる」ということは

予定しておりません。尚、この制度はですね

10 月から 12 月までに延長になったのは医療関

係、福祉関係または介護関係の皆さんが声を出

したことによって継続支援補助金として継続さ

れたという経緯があります。令和２年度の状況

を見ても、国の方はコロナの感染状況に基づき

まして、そういう補助金を付けてきてますし、

当然今後も感染が拡大をしてそういうかかり増

しの経費が必要だということでしたら、そこの

判断をしていくものだと考えているところで

す。

〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　はい、ぜひ現場の皆さん

が声をあげて本当に必要な補助をもらえるよう

にしていただけたらと思います。それから実際

に全国的には本当に中々濃厚接触者が増える、

そういう形でもサービスを提供しないといけな

いという中で大変ということで、千葉市では独

自に１日３回を限度に１回 9,000 円の支援金を

事業所に支給しているというふうにあるんです

が、広域連合だったり沖縄県では今のところ予

定はないということでしょうか。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　今のところ、このよ

うなことは検討されておりません。

〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　もし、検討するというこ

とができれば、それもご検討いただけたらと思

います。

　次にこの２番のケースですけれども、この社

会福祉法人ですけれども、確かにそういう福祉

のためということで税金も安くしたりというこ

とがあるんですけども、現場の人たちの話を聞

くとやはり原義的ではないんですけれども、や

はり経営としてなりたっていかないということ

はかなり負担が大きいというところで、この制

度を実施していないというところがあるという

ふうに伺っているんですけども、その辺の認識

はいかがでしょうか。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　社会福祉法人の減免

制度なんですが、これを実施していないところ

もございます。やはりそこは経営が厳しいとい

うことでお話を聞いております。

　しかし、社会福祉法人が補助金や税制優遇と

いった公的投資もなされていることを鑑みてぜ

ひ、地域に貢献、被保険者に貢献してほしいと

いうことで私たちは協力依頼をしているところ

でございます。

〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　この制度事業の中で、生

活保護受給者に対してですけれども、居住費に

関しては、全額この制度を実施している社会福

祉法人が、全額支払いをしないといけない。そ

の全額のうちの一部は国や県の補助はもちろん

あるんですけれども、その辺のところで本当に

多くの皆さんの意見を、社会福祉法人になって

実際に実施はしてるんだけども、実施している

ところはかなり厳しいっていう話があって、憲

法 25 条でも国はこういう福祉のことについて

全く生活不便について社会福祉、社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

いというふうにありますので、社会福祉法人は

もちろんですけれども、国がもっと公費をだす

ということも必要なんじゃないかなと思います

が、そういう認識はいかがでしょうか。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　はい、ただいまの質

問、生活保護受給者に対しては、利用負担分が

食費についても全額、生活保護より給付される

ため、社会福祉法人による減免については対象

外となっています。
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〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　すいません。もう一度…

〇議長　神谷嘉栄　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　まずはですね、この

制度の負担の在り方から少し説明しますが、例

えば大体９割程度の人が利用料の１割を負担す

るんですね。残り９割は公費で。公費の中の国・

県・市町村・保険料を除いて、その残り１割を

負担する訳ですが、大まかにご説明すると、そ

の１割の中の半分は公費と法人さんが支払いを

するという形になります。ですので、全て法人

がその利用者の居住費、または食費に対して、

負担をする訳ではございませんので、概略的に

説明するとそういうことです。もっと具体的に

説明すると、軽減した軽減総額の内の１％を除

いた額は公費で助成をしているという形になっ

ています。ですので割合としては、増減ははっ

きり分からないのですが、制度的にはそういう

形になっていますので、全て法人さんが負担し

ているという訳ではございません。

〇議長　神谷嘉栄　伊計裕子議員。

〇１３番　伊計裕子　あの全て法人が負担して

いるという認識ではないんです。そうではなく

て、それでもこの負担することによってなかな

か経営が厳しいという話がちょっと聞こえてく

るものですから、実際の１％の話ありましたけ

れども、それが実際にどうなっているのかとい

うちょっとまた具体的にこの法人の方々に話を

聞かないと私もよくわからないのかなと思った

んですけれども、ただ大変だったという話を聞

いたものですから、その辺のところの認識を

伺ったつもりだったんですね。以上については

私もまたもう一度色々具体的に話を聞いてみた

いと思います。ありがとうございます。

〇議長　神谷嘉栄　これで伊計裕子議員の質問

を終わります。

　一般質問を進めます。11 番　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　それでは一般質問を始め

ます。伊是名村選出議員の伊禮正徳です。通告

書を読み上げます。

　質問事項１. 介護保険料均一賦課について。

　質問の要旨　第９期介護保険事業計画より開

始が決まっている保険料均一賦課に向け、構成

市町村の格差是正の課題に引き続き取り組むこ

とと施政方針に掲げています。

　７期内において構成市町村長の同意を受けて

いるが、まだ市町村によっては検討また、住民

に対し説明が必要と懸念もあり十分な説明を

行って理解を得ることでした。その取り組み進

捗状況を伺います。

　質問事項２. 介護予防サービス基盤整備計画

について。

　第８期計画の地域密着型サービス整備は約

15 市町村の要望による基盤整備が見込まれ、

３年度で募集、開所時期の計画もあるが、厳し

いコロナ禍が続き、介護職離れ介護人材の確保

など整備の進捗・指導周知に影響をきたしてな

いか、計画期間内の整備率に大変危惧されま

す。進捗状況を伺います。

　質問事項３. 職員人事評価制度について。

　広域連合人事評価実施規程が策定され、平成

31 年 4 月 1 日から制度が施行されていると思

います。職員の評価制度は順調に実施されて、

評価に基づく目的は反映されているか伺いま

す。

　以上、お願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　次長兼総務課長。

〇次長兼総務課長　内原英洋　はい、伊禮議員

の質問の１. と３. についてお答えします。

　介護保険料の均一賦課についてであります

が、第９期事業計画から介護保険料の均一賦課

が決まっていることから、第８期事業計画の初

年度である今年度は保険料が「増」になること

が想定される「１ランクの６町村」に対して真っ

先に議員への説明を促し、その際には広域連合

も支援を行う旨を話し、調整を行っていました
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が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に

より希望する町村との日程調整が整わず、現在

のところ実施に至っていない現状にあります。

令和４年度については、構成市町村の自主的な

周知活動を行う上での相談やその支援等につい

て、広域連合として積極的に対応したいと考え

ています。地域住民への説明については、構成

市町村全世帯に配布している広報誌を積極的に

活用するため、令和４年度から広報誌のページ

数を増やし、第９期事業計画の策定に向けて保

険料の均一賦課などを中心に掲載し、地域住民

に対して周知を図りたいと考えています。

　次に（３）職員人事評価制度についてお答え

します。広域連合における人事評価について

は、職員は平成 31 年度から年２回実施し、会

計年度任用職員については年１回実施しており

ます。人事評価結果については広域連合職員は

勤勉手当の支給率と定期昇給に反映し、会計年

度任用職員は再任用の際の能力実証の評価に活

用されております。構成市町村からの派遣職員

については広域連合で行った人事評価の結果を

派遣市町村に通知しております。

　以上で人事評価の制度の目的である「能力」

及び「実績」に基づく人事管理の徹底を踏まえ、

職員がその職務を遂行するにあたって発揮した

「能力」と「実績」を任用、給与、分限その他

人事管理の基礎とするなど、人事評価の目的に

沿って人事評価を行っております。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　介護予防サービス基

盤整備計画について。令和３年度開所予定の事

業所は６件あり、そのうち開所できたのが１件

となっております。第８期介護保険事業計画に

おける地域密着型サービス基盤整備計画では、

22 件の地域密着型サービス事業所の整備を計

画しており、現時点で指定済が１件、仮指定が

６件、定員増が１件となっております。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　では、まず１点目の保険

料の均一賦課についてですけれども、昨年度丁

度、今日２月定例会から１年ぶりになります

が、ちょっとくどいような質問になるかもしれ

ません。大変申し訳ないんですけでも、あれか

ら１年経ちました。

　私は正直言いまして前回は一般質問ではなく

て、予算ではなくて条例…保険料の改正の方で

その辺を許可してもらって質疑をしてみまし

た。

　今、１年間を振り返ってみて、まだ実施して

いないそのような状況、重々承知をしておりま

す。

　私がこの件について今まで３年間、各議員か

ら一般質問等々が毎回の定例会ごとにこの件を

行っていたことを記憶しております。そして、

皆さんの丁寧な説明で、議員の皆さんに説得し

てもらって、納得をして欲しいというような説

明をしていた訳ですが、残念ながら９期の方に

延長となっております。そこで、再度この件に

関しては、２点ほど確認しますけれども、私た

ち、議員は、この１年間では、私、申し訳ない

んですけども離島なもんで、コロナ禍、そして

軽石問題でですね、２回、３回ほど欠席してし

まいました。その間で説明等々あったかもしれ

ませんから、もしダブっているようでしたら、

お許しください。

　今後に向けて、これからは皆さんと議論を交

わしていきたいなと思います。

　私は当初、この懸案については、議決事項か

なと思ったんですけど、そうではなくて、運営

委員の皆さん、首長のみなさんが議決して、議

員の皆さんには、説明だけをしてもらうという

ことが後にわかった状況でありました。その件

に対してですね、再度詳しく教えてください。

要するに私たち議員のおけるべき状況はこの件

に関してどのような形でおればいいのか、説明

だけ納得すればそれでよろしいのでしょうか。



－ 54－

質疑とかそういったことをするのか、今後はあ

るべきなのか、ないべきなのか、私は戸惑って

いる状況です。どうぞお願いします。

〇議長　神谷嘉栄　次長兼総務課長。

〇次長兼総務課長　内原英洋　お答えします。

保険料の均一賦課については、令和２年の 10

月７日に構成市町村の運営会議の中で、同意書

ということで、構成市町村の全市町村長の同意

を得てのものとなっておりまして、その中で

も、保険料均一賦課に関しての条件等も付され

保険料均一賦課については決定しているという

ふうな内容であります。その中で基本じて、広

域連合がやるべきもの、あと市町村がやるべき

もの、あと共通でやるべきものとして、こういっ

た方法も条件として、掲載されております。以

上です。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

　正徳議員、しばらく休憩します。

　　休　憩　（午後３時 01 分）

　　～～～～～～～～～～～～～

　　再　開　（午後３時 01 分）

〇議長　神谷嘉栄　再開します。

〇次長兼総務課長　内原英洋　答弁をまとめま

した。議員の皆さんにつきましてはですね、先

程ちょっと答弁の中でもお話したんですが、ま

ず今、ランクが１ランクのところ保険料の上が

るであろうと想定されてるところについては市

町村の方と調整をしながら、もし、議員等への

説明が必要であれば、一緒に私たちも支援して

いきますよということで、今話をしておりま

す。そういったことをやって、議員の皆様への

説明を中心にしていきたいと考えております。

〇議長　神谷嘉栄　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　全体的な議員への説

明は次長が説明した通りですが、広域連合の議

会の皆さんへの説明については、介護保険条例

の審議の中でそういう９期からは均一賦課にし

ますよというご説明をしています。当然、それ

が次の９期の中では介護保険条例を議会の方に

も上程しますので、それを踏まえて事前に細か

い内容等について、または市町村でも進捗等を

踏まえてご説明をする予定です。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　そういうことでしたら、

私はますます不安なことがでてきましたね。と

いうのは、すでに去年の７期の末ですか、残り

６市町村が説明不足ということで、答弁してい

ましたが、５市町村ですかね、今年に入るとい

うことで、つまり５市町村がまだ説明不足とい

うことを私は指摘したんですけども、その５市

町村に理解をもらえれば、ほぼ完了かなという

この８期の中でですよ？要するに首長さん達、

運営会議での中で、決まっていることですか

ら、決まっていることと施政方針の中にもうた

われております。

　それをさらに説明をしていくということ自体

ですね、書き方ですよ、主に。それに対して今、

申し上げた通り、色々議員にも説明して、再度

条例改正、色んなことをするということ、万が

一のことがあれば、ということで心配する訳で

すね。

　そこで、実は先程資料を見たら、私３年前に、

ここに来て初めて 23、4 名の方が新人だったん

ですね。そして残りは継続の議員の方に。ここ

で今日、示されているのは、９月定例会私達、

改正だと思うんですよ。新たな首長さん、新た

な議員が全部が全部ここに９月と 11 月の両方

ですかね、臨時会、議会から始まっていくんで

すが、私たちが再度ここに来るという保証は何

もない、新たなもし議会議員が来られたら一か

らのやり直すと思う次第で。色んなことが異論

がでてくるような気がするのですが、その辺り

はご検討されているのか、伺います。

〇議長　神谷嘉栄　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　お答えします。伊禮

議員が、懸念されている事項というのは我々も
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考えております。９月になりますと多くの市町

村で議員の改正が行われます。議員の皆さんに

つきましては、当然新たな議員さんが来ました

らそういう説明をしていこうというふうに考え

ております。ただ、首長につきましては、行政

は継続ですのでちゃんと運営会議の中で確認さ

れてますので、当然市町村の中で首長が変わっ

ても継続できるものだというふうに考えており

ます。ですので、その色んなタイミングを見な

がら、どの時点で議員の皆さんに説明するか、

それと 29 市町村の議会・議員に説明が必要な

のかというのは当然検討していかなければいけ

ないと思うんですね。ですから例えば１ランク

の６町村の議会というのは当然保険料が上がる

訳ですから、我々はそこを優先にして令和３年

度に声掛けをした、という状況です。第３ラン

クの 16 市町村は、果たしてその議会が保険料

が下がるのに議会説明してくれとか、要望があ

るのかどうなのかを見極めないといけない。そ

れと、住民等への説明等につきましては、市町

村が主体で説明するということで同意をもらっ

てますのでその辺につきましては、協力をしな

がら今後進めていく事項かと思っています。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　分かりました。私たち

は、３年前からこの話が出てきていて、議員へ

の報告何がしもされています。まだまだ足りて

いないというところに概ね焦点をおいて、ぜひ

頑張っていけたら、いきたいと考えていきま

す。よろしくお願いいたします。

　あえて私は基盤整備の計画について伺ってい

るんですけれども、前回の計画より、５市町村

含めそして見込み定数定員ですからさらに倍に

なっているはずです。一つですね、細々とした

ことはお聞きしませんが、計画を立てることに

よって３ヶ年間の実績が直近の６期、７期、分

かりましたら何％ぐらい整備率が完成されてい

るか伺います。

〇議長　神谷嘉栄　しばらく休憩します。

　　休　憩　（午後３時 07 分）

　　～～～～～～～～～～～～～

　　再　開　（午後３時 08 分）

〇議長　神谷嘉栄　再開します。業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　すいません。６期、

７期の資料について、資料を本日はお持ち合わ

せてはおりません。

〇議長　神谷嘉栄　休憩します。

　　休　憩　（午後３時 08 分）

　　～～～～～～～～～～～～～

　　再　開　（午後３時 10 分）

〇議長　神谷嘉栄　再開します。伊禮正徳議

員。

〇１１番　伊禮正徳　それではですね、直近の

大体の目安何割程度が実績になっているのか再

度伺います。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　現在の第８期の事業

計画についてお答えします。整備計画の事業数

は 22 を分母として、指定・仮指定及び定員増

を分子とした場合の率は 36.3％となります。

〇議長　神谷嘉栄　休憩します。

　　休　憩　（午後３時 10 分）

　　～～～～～～～～～～～～～

　　再　開　（午後３時 11 分）

〇議長　神谷嘉栄　再開します。業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　６期・７期の実績

は、50％となっております。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　それではですね、見込み

はですね保険料に反映するのは何％と見込んで

いるんですか。

〇議長　神谷嘉栄　業務課長。

〇業務課長　比嘉利季子　只今の質問では、見

込が保険料に反映するのが何％かという質問で

すね。それは 100％です。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。
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〇１１番　伊禮正徳　分かりました。そういう

事でありましたら、…ちょっとですね、やっぱ

り目標達成、去年７期、８期…その実績はわか

ると思いますので各地域の整備率、先程の一般

質問の中にもあって、これまでの前回の質問の

中にもありましたけれども、業者さん、介護予

防事業者さんの倒産とか色んな問題がでてき

て、先ほどもその話をしていましたけれども、

そのあたりの状況を勘案しながら、各地域の施

設というのは、要望はそれ以上にあると思いま

す。皆さんでヒアリング等々によって、ここで

確定されていることに７期、８期にのせられる

はずですから、もう少しですね、希望、のせ

はするんですけれども、100％に計算しながら、

後々の保険料なんかにかなり影響するはずだと

私は思っております。そのあたりをぜひ、反映

してもらって、検討していただくように強く要

望したいと思います。

　それでは、次人事評価制度ですね。この件に

ついては、各市町村がほとんどされていて、民

間等もされております。実施するにあたって、

かなりの厳しいことがありまして、要するにこ

れは先ほどの課長からの説明にあったように簡

単に言えば、昔の年功序列型を廃止するための

一つの目的もあったんですね、そして職員の職

場づくり、こういった評価制度をしてもらっ

て、職場づくりをしていこうという狙いがあっ

たと思います。

　今、職員と市町村派遣職員、任用職員の３類

分類されています。二次評価者の方で、課長、

局長のほうになると思うんですけど、やっぱり

２ヶ年間丸々やって、２ヶ年間過ごしたと思い

ます。前期、後期などの評価にあたってやっぱ

りメリット・デメリットというものがあります

か、お願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　次長兼総務課長。

〇次長兼総務課長　内原英洋　人事評価の方に

あたっては、先程もお伝えしましたが、日々の

目標、年２回ありますので最初の目標設定にあ

たって職員が業務をしていく、その業務の達成

等が評価に反映されるということでありますの

で、それについてはしっかり勤勉手当、定期昇

給等に反映されていることがメリットだという

ふうに考えております。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　評価の努力に高く評価し

たいと思います。そして、最近のことですけれ

どもこれは是非理解してお願いしていただきた

いと思って質問しますが、実は規定のですね

「第８条職務行動観察」というのがあるんです

が、この規定の８条が「日頃の職員の行動等の

記録をとる」とあります。そういうことに対し

て、関連して伺います。私はこの３年間で、ど

ういう訳か交通事故による損害賠償の報告事項

が、これからも報告あるんですけれども、今日

まで５件受けています。何かしら多いような気

がしますけれども、その辺りは人事コメント８

条に、第８条に基づいてコメントなどはされて

いるんですか。伺います。

〇議長　神谷嘉栄　次長兼総務課長。

〇次長兼総務課長　内原英洋　人事評価をする

上でですね、まず基本職員１人１人が自己評価

のシートを作ります。それを第一次評価者、第

二次評価者とする訳ですが、その項目の中にお

いては、こういった公用車事故等について直接

評価する項目はありません。

〇議長　神谷嘉栄　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　公用車の事故等につ

いては、皆さんに報告として提供してるんです

が、その主な交通事故というのは会計年度任用

職員なんです。主に車を常時扱って勤務をする

皆さんがその事故に遭われて、その中の、内部

の職員と又は、派遣職員等について事故の報告

は今のところありません。これは実際に車を、

業務を主とする皆さんには、交通安全の指導又

は交通安全教育を年数回実施をしておりますの
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で、その中で注意を促しているということで

す。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　わかりました。これは飲

酒運転とかそういうことではありませんから、

もちろん飲酒運転となるとそれは重大な問題

で。しかし、これは報告がいやらしいんですけ

れども、どうしてもですね、ちょっと事故が多

いなということで、２ヶ年前ですか、局長から

ですね、職員研修も徹底して再発・防止に努め

るということをおっしゃっていました、その後

また２件発生している状況です。去った 11 月

の臨時議会…そして今回報告等々もあるんです

けども、もちろん色んな理由も書かれてはいま

したけれども、今一つですね、ぜひ頑張って職

員の方に徹底した教育もされていってもらいた

いと思っている次第でありますので、よろしく

お願いしたいと思っております。

　そこで、最後になりますけれども、各市町村

の出向職員、前期、後期の評価を何月にやって

いるのか、参考のためにお聞きします。

〇議長　神谷嘉栄　次長兼総務課長。

〇次長兼総務課長　内原英洋　お答えします。

年２回評価しておりますが、上半期と下半期と

いうことで４月から９月いっぱいまでの評価を

９月にやります。で、10 月から３月までの評

価を３月にやるというふうに年２回やっており

ます。以上です。

〇議長　神谷嘉栄　伊禮正徳議員。

〇１１番　伊禮正徳　やってるのは分かるんで

すけど、何月頃送られていますかってこと。

〇次長兼総務課長　内原英洋　お答えします。

人事評価の結果につきましてはですね、３月に

まとめて構成市町村の方に送付しております。

〇１１番　伊禮正徳　わかりました。

〇議長　神谷嘉栄　これで伊禮正徳議員の質問

を終わります。

　以上で一般質問を終わります。

　しばらく休憩します。再開は 15 時 30 分より

再開致します。

　　休　憩　（午後３時 21 分）

　　～～～～～～～～～～～～～

　　再　開　（午後３時 30 分）

〇議長　神谷嘉栄　日程第６　承認第１号　専

決処分の承認についてを議題とします。

　本案についての提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　承認第１号　専決処

分の承認についてご説明します。

　本件は、令和３年 11 月 24 日の閣議において、

令和３年の人事院勧告の実施時期を令和４年６

月期とすることが決定されたことに伴い、「沖

縄県介護保険広域連合一般職員の給与に関する

条例」を令和３年 12 月１日の施行に合わせて

改正する必要が生じたが、議会を招集する時間

的余裕がなかったことから、地方自治法第 179

条第１項の規定に基づき広域連合長において、

令和３年 11 月 29 日に「沖縄県介護保険広域連

合一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例」を専決処分したことから、同条第３項

の規定により議会の承認を求めるものでありま

す。

　専決処分書を添付しておりますので、ご参照

下さい。

〇議長　神谷嘉栄　これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから承認第１号　専決処分の承認につい
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てを採決をします。

　お諮りします。本案はこれを承認することに

ご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、承認第１号　専決処分の承認については、

承認されました。

日程第７　報告第１号　専決処分の報告につい

てを議題とします。

　報告を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　報告第１号　専決処

分の報告についてご説明します。

　本件は、地方自治法第 180 条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された「法律上広

域連合の義務に属する１件 100 万円以下の損害

賠償額の決定並びに訴訟物の価格が 100 万円以

下の訴えの提起、和解及び調停」に基づき、広

域連合長において令和４年１月 13 日に車両事

故により生じた損害賠償額を専決処分したこと

から、同条第２項の規定により議会に報告する

ものであります。

　専決処分書を添付しておりますのでご参照下

さい。

〇議長　神谷嘉栄　これで報告を終わります。

　本案は報告案件のため討論、評決はいたしま

せんので以上を以て報告第１号　専決処分の報

告についてを終了いたします。

　日程第８　議案第１号　沖縄県介護保険広域

連合個人情報保護条例の一部を改正する条例を

議題とします。

　本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　議案第１号　沖縄県

介護保険広域連合個人情報保護条例の一部を改

正する条例についてご説明します。

　本件は、デジタル庁設置法及びデジタル社会

の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴い、本条例について所要の改正を

行うものであります。この条例は、公布の日か

ら施行します。ただし、第２条第 12 号の改正

規定は、デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日から施行します。

　以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから議案第１号　沖縄県介護保険広域連

合個人情報保護条例の一部を改正する条例を採

決します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第１号　沖縄県介護保険広域連合個人

情報保護条例の一部を改正する条例について

は、原案の通り可決されました。

　日程第９　議案第２号　令和３年度沖縄県介

護保険広域連合一般会計補正予算 ( 第３号 ) を

議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。
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〇事務局長　具志堅兼栄　議案第２号　令和３

年度沖縄県介護保険広域連合一般会計補正予算

( 第３号 ) についてご説明します。

　一般会計補正予算第３号は、既存の歳入歳

出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,318 万

4,000 円を減額し、歳入歳出予算総額を 16 億

1,627 万 7,000 円とするものであります。

　今回の歳入歳出予算の補正は、歳出における

不用見込み額や最終支出額を見越して関連する

歳入・歳出予算を増減するものが主な内容に

なっております。

　それでは、歳入歳出補正予算の主な増減につ

いて「事項別明細書」でご説明します。

　まず、歳入についてご説明します。５ページ

をお開き下さい。

　４款２項１目事業費補助金６万円は、介護保

険利用者負担助成事業費県補助金であります。

　７款１項１目財政調整基金繰入金 5,324 万

4,000 円の減額は、歳出の減額に伴う繰入金の

減であります。

　次に歳出について、６ページから順次ご説明

します。

　２款１項１目一般管理費 1,750 万 4,000 円の

減額は、職員人件費と備品購入費に不用額が生

じた事が主な要因であります。

　２款１項４目財政調整基金 6,135 万 7,000 円

は、財政調整基金への積立金であります。

２款２項１目賦課徴収費 659 万 2,000 円の減額

は、会計年度任用職員人件費とコンビニ収納事

務手数料に不用額が生じたことが主な要因であ

ります。

　２款３項１目調査認定費 9,076 万 8,000 円の

減額は、新型コロナウイルスの影響により審査

会委員報酬、主治医意見書作成料、認定調査委

託料に不用額が生じたことが主な要因でありま

す。

　２款５項１目低所得者対策費８万円は、離島

等地域特別加算利用者負担軽減事業補助金の増

額であります。

　２款８項１目障害支援区分認定等事業費 24

万 3,000 円は、障害認定申請件数の増加による

審査会委員報酬の増額が主な要因であります。

　給与費明細書のご説明については、省略させ

ていただきます。

　以上で一般会計補正予算第３号のご説明とし

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから議案第２号　令和３年度沖縄県介護

保険広域連合一般会計補正予算 ( 第３号 ) を採

決します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第２号　令和３年度沖縄県介護保険広

域連合一般会計補正予算 ( 第３号 ) は、原案の

通り可決されました。

　日程第 10　議案第３号　令和３年度沖縄県

介護保険広域連合特別会計補正予算 ( 第２号 )

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　議案第３号　令和３
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年度沖縄県介護保険広域連合特別会計補正予算

( 第２号 ) についてご説明します。

　特別会計補正予算第２号は、既存の歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ 442 万 3,000 円

を追加し、歳入歳出予算総額を 364 億 2,410 万

円とするものであります。

　今回の歳入歳出予算の補正は、歳出における

不用見込み額や最終支出額を見越して関連する

歳入・歳出予算を増減するものが主な内容と

なっております。

　歳入歳出補正予算の主な増減について「事項

別明細書」でご説明します。

　まず歳入についてご説明します。５ページを

お開き下さい。

　３款２項１目調整交付金１億 7,760 万 5,000

円は、交付決定によるものであります。

　３款２項６目介護保険災害臨時特例補助金

２万 1,000 円は、東日本震災避難者第１号保険

料の減免措置による交付分であります。

　３款２項７目介護保険災害等臨時特例補助金

339 万 4,000 円は、新型コロナウイルスにより

影響を受けた第１号被保険者の保険料減免措置

による交付分であります。

　６款１項１目利子及び配当金 6,000 円は、介

護給付費準備基金の預金利子であります。

　８款１項１目介護給付費準備基金繰入金１億

8,312 万 5,000 円の減額は、歳入歳出の補正に

伴い繰入金を減額するものであります。

　11 款１項１目第１号被保険者延滞金 29 万

5,000 円は、実績見込によるものであります。

　11 款３項３目雑入 622 万 7,000 円は、地域

支援事業交付金市町村過年度返還金でありま

す。

　次に歳出について、７ページから順次ご説明

します。

　１款１項１目介護サービス等給付費 512 万

1,000 円の減額は、各給付費の 12 月までの給

付実績を踏まえ、最終給付見込額を考慮したこ

とによるものであります。

　１款２項１目介護予防サービス等給付費

1,037 万 5,000 円の減額は、各給付費の 12 月

までの給付実績を踏まえ最終給付見込額を考慮

したことによるものであります。

　１款３項１目審査支払手数料 112 万 1,000 円

は、12 月までの手数料実績を踏まえ、最終手

数料見込額を考慮したことによるものでありま

す。

　１款４項１目高額介護サービス等費 629 万

5,000 円は、12 月までの給付実績を踏まえ、最

終給付見込額を考慮したことによるものであり

ます。

　１款５項１目特定入所者介護サービス等費

800 万円は、12 月までの給付実績を踏まえ、最

終給付見込額を考慮したことによるものであり

ます。

　７款１項２目償還金 448 万 1,000 円は、地域

支援事業返還金であります。

　７款１項３目第１号被保険者還付加算金２万

2,000 円は、請求に基づき還付加算金を支払う

ためのものであります。

　以上で特別会計補正予算第２号のご説明とし

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから議案第３号　令和３年度沖縄県介護
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保険広域連合特別会計補正予算 ( 第２号 ) を採

決します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第３号　令和３年度沖縄県介護保険広

域連合特別会計補正予算 ( 第２号 ) は、原案の

通り可決されました。

　日程第 11 の前にご報告申し上げます。

　午後４時を過ぎそうですので時間内に終わり

そうにありませんので、会議時間を延長いたし

ます。

　日程第 11　議案第４号　令和４年度沖縄県

介護保険広域連合一般会計予算を議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　議案第４号　令和４

年度沖縄県介護保険広域連合一般会計予算につ

いてご説明します。

　令和４年度の一般会計予算は、第８期介護保

険事業計画の中間年度になることから、介護保

険事業計画の施策の進捗を踏まえ、事務の効率

化・効果的運用を図り、住民の多様化した介護

ニーズに迅速かつ的確に対応できるように、最

大限の努力を傾注して調整したところでありま

す。

　以上のような志向で編成した、令和４年度一

般会計予算の歳入歳出総額は、16 億 2,331 万

9,000 円で前年度比 5,969 万 1,000 円、3.8％増

となっています。増額になった主な要因は、低

所得者保険料軽減負担対象者の増加により特別

会計への操出金が前年度比 3,295 万 8,000 円、

5.6％増になったことによるものであります。

　続いて、予算の概要を申し上げます。

　まず、歳入について予算書の６ページから順

次ご説明します。

　１款分担金及び負担金は、前年度比 1,711 万

円、1.6％増の 10 億 9,781 万 9,000 円となって

おります。この主な要因は、共通経費負担金と

市町村事業費負担金の増によるものでありま

す。

　２款使用料及び手数料は、前年度比 12 万

9.000 円、5.6％増の 242 万 1,000 円となってお

ります。

　３款国庫支出金は、前年度比 1,463 万 4,000

円、4.9％増の３億 1,171 万 1,000 円となって

おります。この主な要因は、１項１目低所得者

保険料軽減負担金 1,647 万 9,000 円の増による

ものであります。

　４款県支出金は、前年度比 1,124 万 5,000 円、

7.0％増の１億 7,107 万 3,000 円となっており

ます。この主な要因は１項１目低所得者保険料

軽減負担金 823 万 9,000 円の増によるものであ

ります。

　７款繰入金は、前年度比 1,686 万 8,000 円、

147.0％増の 2,834 万 7,000 円となっておりま

す。財政調整基金から歳出に対する歳入不足を

補うために繰り入れられるものであります。

　８款繰越金は、前年度同額の 1,100 万円と

なっております。

　９款諸収入は、前年度比 29 万 5,000 円、

23.8％減の 94 万 6,000 円となっております。

　次に歳出について、11 ページから順次ご説

明します。

　１款議会費は、前年度比 9,000 円、0.3％減

の326万9,000円を計上しております。減になっ

た要因は、事務消耗品費を一般管理費で計上し

たことによるものであります。

　２款１項総務管理費は、前年度比 1,474 万

1,000 円、3.1％増の４億 8,545 万 7,000 円を

計上しております。増になった主な要因は、１

目一般管理費において電話交換機等設備更新業

務委託料、電子機器等更新業務委託料が増額に
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なったことによるものです。

　２款２項賦課徴収費は、前年度比488万 2,000

円、6.6％増の 7,890 万 6,000 円を計上してお

ります。増になった主な要因は、印刷・発送委

託料の増額によるものであります。

　２款３項調査認定費は、前年度比376万 1,000

円、1.0％減の３億 7,014 万 4,000 円を計上し

ております。減になった主な要因は、事務改善

により審査会委員報酬、認定調査委託料を減額

したことによるものであります。

　２款４項給付管理費は、前年度比 353 万円、

42.7％増の 1,179 万 6,000 円を計上しておりま

す。増になった主な要因は、１目給付管理費に

おいて通信運搬費と高額介護費償還通知等委託

料が増額になったことによるものです。

　２款５項低所得者対策費は、前年度比 54 万

円、6.2％減の 818 万 8,000 円を計上しており

ます。減になった主な要因は、介護保険利用者

負担補助金の減額によるものであります。

　２款６項趣旨普及費は、前年度比341万 2,000

円、28.0％増の 1,560 万 4,000 円を計上してお

ります。増になった主な要因は、広報誌のペー

ジを増やすことによる印刷製本費の増額による

ものであります。

　２款７項離島等支援事業費は、前年度比 451

万 4,000 円、55.5％増の 1,264 万 6,000 円を計

上しております。増の主な要因は、離島等支援

事業補助金の増額によるものであります。

　２款８項障害支援区分認定等事業費は、前年

度比 11 万 1.000 円、1.0％増の 1,170 万円を計

上しております。増の主な要因は、職員人件費

の増額によるものであります。

　２款９項地域支援事業費は、前年度比 14 万

7,000 円、17.2％減の 70 万 9,000 円を計上して

おります。減の主な要因は、委員報酬及び通信

運搬費の減額によるものであります。

　３款公債費は、前年度同額の８万 6,000 円を

計上しております。

　４款諸支出金３項繰出金は、前年度比 3,295

万 8,000 円、5.6％増の６億 2,181 万 2,000 円

を計上しております。増の要因は、低所得者保

険料軽減事業の繰出金の増額によるものであり

ます。

　５款予備費は、前年度同額の 300 万円を計上

しております。

　給与費明細書は、ご説明を省略させていただ

きます。

　以上で令和４年度沖縄県介護保険広域連合一

般会計予算のご説明とします。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから日程第 11　議案第４号　令和４年

度沖縄県介護保険広域連合一般会計予算を採決

します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第４号　令和４年度沖縄県介護保険広

域連合一般会計予算は、原案の通り可決されま

した。

　日程第 12　議案第５号　令和４年度沖縄県

介護保険広域連合特別会計予算を議題としま

す。
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本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　議案第５号　令和４

年度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算につ

いてご説明します。

　令和４年度特別会計予算は、第８期介護保険

事業計画の中間年度になることから第８期介護

保険事業計画の施策の進捗を踏まえ、事業計画

で設定されている６つの基本方針を具現化し、

住民の多様化した介護ニーズに迅速かつ的確に

対応しつつ、併せて介護保険事業の健全な運営

に努める事を意識して、厳しい財政状況を鑑み

最大限の努力を傾注して調整したところであり

ます。

　以上のような認識と志向で編成した令和４年

度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算の歳入

歳出予算総額は、364 億 2,698 万 4,000 円で前

年度比７億 566 万 4,000 円、2.0％増となって

います。増額になった主な要因は、介護サービ

ス給付費における居宅介護サービス給付費、地

域密着型介護サービス給付費の顕著な伸びによ

るものであります。

　続いて、予算の概要を申し上げます。

　まず、歳入について予算書の７ページから順

次ご説明します。

　歳入の根幹となる１款介護保険料は、第８期

介護保険料事業計画値を基に、前年度比２億

8,649万7,000円、3.9％増の75億3,979万8,000

円となっております。現年度分特別徴収保険料

２億 5,891 万円、現年度分普通徴収保険料 2,876

万 8,000 円の増となっております。

　２款分担金及び負担金は、前年度比 9,206 万

4,000 円、2.0％増の 46 億 971 万 1,000 円となっ

ております。増の主な要因は、市町村介護給付

費負担金 7,804 万 2,000 円の増によるものであ

ります。

　３款国庫支出金は、前年度比 1,599 万 6,000

円、0.2％増の 85 億 688 万 7,000 円となってお

ります。その内容は、１項国庫負担金、前年度

比１億 2,217 万 5,000 円、2.0％増の 61 億 4,169

万 3,000 円、２項国庫補助金、前年度比１億

617 万 9,000 円、4.3％減の 23 億 6,519 万 4,000

円になっております。

　４款支払基金交付金は、前年度比１億 7,287

万 6,000 円、1.8％増の 95 億 2,147 万 4,000 円

となっております。

　５款県支出金は、前年度比 9,390 万 8,000 円、

1.8％増の 52 億 5,859 万 5,000 円となっており

ます。その内容は、１項県負担金、前年度比

8,073万4,000円、1.7％増の48億9,437万1,000

円、２項県補助金、前年度比 1,317 万 4,000 円、

3.8％増の３億 6,422 万 3,000 円となっており

ます。

　８款繰入金は、前年度比 4,406 万 9,000 円、

4.7％増の９億 7,572 万 4,000 円となっており

ます。その内容は、１項基金繰入金、前年度比

1,111 万 1,000 円、3.2％増の３億 5,391 万 3,000

円、２項一般会計繰入金、前年度比 3,295 万

8,000円、5.6％増の６億2,181万1,000円となっ

ております。

　９款繰越金は、前年度同額の 1,400 万円と

なっております。

11 款 諸 収 入 は、 前 年 度 比 25 万 4,000 円、

47.2％増の 79 万 2,000 円となっております。

　次に歳出について、14 ページから順次ご説

明します。

　１款１項介護サービス等諸費は、前年度比

６億 7,099 万 5,000 円、2.2％増の 311 億 8,362

万円を計上しております。増になった主な要因

は、居宅介護サービス給付費２億 6,495 万 9,000

円、地域密着型介護サービス給付費４億 3,932

万円が増額になったことによるものでありま

す。

　１款２項介護予防サービス等諸費は、前年度

比 1,493 万 2,000 円、2.3％増の６億 7,614 万

9,000 円を計上しております。増になった主な
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要因は、介護予防サービス給付費が582万 5,000

円、地域密着型介護予防サービス給付費 798 万

5,000 円が増額になったことによるものであり

ます。

　１款３項その他諸費は、前年度比 45 万 2,000

円、1.4％増の 3,359 万 9,000 円を計上してお

ります。

　１款４項高額介護サービス等費は、前年度比

204 万 9,000 円、0.2％増の９億 9,599 万 8,000

円を計上しております。

　１款５項特定入所者介護サービス等費は、前

年度比 6,368 万 1,000 円、5.6％減の 10 億 6,816

万 1,000 円を計上しております。

　２款１項介護予防・日常生活支援総合事業費

は、前年度比 1,430 万 2,000 円、1.1％増の 13

億 385 万 8,000 円を計上しております。

　２款２項包括的支援事業・任意事業費は、前

年度比 5,808 万 5,000 円、5.9％増の 10 億 4,297

万 7,000 円を計上しております。その内容は、

１目包括的支援事業・任意事業費、前年度比

5,772万4,000円、6.0％増の10億2,349万3,000

円を計上しております。２目介護給付費適正化

事業、前年度比 36 万 1,000 円、1.9％増の 1,948

万 4,000 円を計上しております。

　２款４項その他諸費は、前年度比 165 万円、

78.6％増の374万8,000円を計上しております。

　３款財政安定化基金拠出金、５款基金積立金

は費目存置となっています。

　４款１項保健福祉事業費は、前年度比 847 万

8,000 円、17.7％減の 3,950 万 6,000 円を計上

しております。減になった要因は、保険者機能

強化推進交付金の減額に伴う市町村補助金の減

額によるものであります。

　６款公債費、前年度移動額の 166 万 9,000 円

を計上しています。７款諸支出金、１項償還金

及び還付加算金は、前年度比 1,535 万 8,000 円、

47.5％増の 4,769 万 4,000 円を計上しておりま

す。

　８款予備費は、前年度同額の 3,000 万円を計

上しております。

　給与費明細書は、ご説明を省略させていただ

きます。

　以上で令和４年度沖縄県介護保険広域連合特

別会計予算のご説明とします。ご審議の程よろ

しくお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから日程第 12　議案第５号　令和４年

度沖縄県介護保険広域連合特別会計予算を採決

します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第５号　令和４年度沖縄県介護保険広

域連合特別会計予算は、原案の通り可決されま

した。

　日程第 13　議案第６号　沖縄県市町村総合

事務組合規約の変更に関する協議についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

　事務局長。

〇事務局長　具志堅兼栄　議案第６号　沖縄県

市町村総合事務組合規約の変更に関する協議に

ついてご説明します。
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　本件は、沖縄県市町村事務組合の共同処理す

る事務に関する規約を変更することについて協

議したいので、地方自治法第 290 条の規定によ

り、提出するものであります。規約の変更理由

は、沖縄県町村交通災害共済組合が、令和４年

３月 31 日をもって解散することからその事務

及び財産を継承するためのものです。

　以上で説明を終わります。ご審議の程よろし

くお願いいたします。

〇議長　神谷嘉栄　これで提案理由の説明を終

わります。

　これから質疑を行います。質疑はありません

か。

（「質疑なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　質疑なしと認めます。これ

で質疑を終わります。

　これから討論を行います。討論はありません

か。

（「討論なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　討論なしと認めます。これ

で討論を終わります。

　これから日程第 13　議案第６号　沖縄県市

町村総合事務組合規約の変更に関する協議につ

いてを採決します。

　お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議案第６号　沖縄県市町村総合事務組合規

約の変更に関する協議については原案の通り可

決されました。

　日程第 14　議員派遣の件を議題とします。

　お諮りします。議員派遣の件について別紙の

通り地方自治法第 100 条第 13 項及び会議規則

第 120 条の規定により、議員を派遣することに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、議員派遣の件は別紙の通り可決・決定致し

ました。

　日程第 15　閉会中の継続調査の件を議題と

します。

　議会運営委員会委員長から会議規則第 73 条

の規定により、お手元に配布しました申出書の

通り閉会中の継続調査の申し出があります。

　お諮りします。委員長からの申し出の通り閉

会中の継続調査とすることにご異議はありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、委員長からの申出の通り閉会中の継続調査

とすることに決定しました。

　お諮りします。本定例会で議決されました案

件について、その条項・字句・数字・その他の

定義を要するものについては、会議規則第 45

条の規定によりその整理を議長に委任されたい

と思います。ご異議はありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長　神谷嘉栄　異議なしと認めます。従っ

て、条項・字句・数字・その他の整理は議長に

委任する事に決定しました。

　これで本日の日程は全部終了しました。

　議会を閉じます。

　令和４年第 60 回沖縄県介護保険広域連合議

会定例会を閉会します。お疲れ様でした。

閉　会（午後４時９分）

沖縄県介護保険広域連合議会議長

神　谷　嘉　栄

署名議員（議席番号 23 号）　　垣　花　恵　忠

署名議員（議席番号 25 号）　　新　垣　幸　子


